
小学校・中学校ガラス清掃等業務委託仕様書 

 

１．件  名       

小学校・中学校ガラス清掃等業務委託 

 

２．清掃場所       

市内各小学校（全１２校（※））、市内各中学校（７校） 

 ※・・・生駒北小学校・中学校を含む 

 

３．清掃範囲       

別紙図面で表示している校舎及び屋内運動場の２階以上の窓等 

但し、生駒北小中学校の校舎において、１階のホール、大階段部分の窓ガラス（両面） 

については、ガラス清掃を行うこと（別紙指定範囲についてはガラス清掃は行わない） 

上中学校においては、別紙 Aから Dの赤枠部分外面を既存の清掃箇所に加えて清掃する

こと（Aのみ両面清掃とする） 

※令和２年度に体育館の窓ガラスを入れ替えた学校に関しては、本年度は清掃を行わな

い（生駒小学校、俵口小学校、鹿ノ台小学校、生駒南第二小学校、生駒中学校、生駒南

中学校、大瀬中学校） 

あすか野小学校は、体育館北側の窓ガラスのみを入れ替えたため、体育館南側のみ清掃

範囲とする 

 

４．履行期限       

令和３年３月２６日（金） 

 ただし、全校とも清掃等は令和３年３月１２日（金）までに完了すること。 

 

５．作業内容       

指定箇所の窓清掃及び不具合箇所の点検を行う。各作業においては、以下の点に留意す 

ること。 

 

窓清掃作業 

ガラス清掃用の洗剤等を使用して、清掃範囲として指定した箇所の窓ガラスの内外を清掃

する。なお、校舎の窓ガラスについて指定した箇所以外は、ガラスの外面のみを清掃する

こととする。また、屋内運動場の窓ガラスは内面・外面の両面とも清掃する。 

 

６．清掃箇所 

 別紙にて指定の箇所 



７．清掃面積 

 別表のとおり 

 

８．その他の特記事項 

 ・教室と廊下の間仕切窓は対象外とする 

 ・高所は、長尺清掃具等で対応し、吊下作業は行わないこと 

・作業時は必ずヘルメットを装着すること 

 ・業務の再委託は禁止する 

 ・作業日は学校の営業日を原則とし、学校と作業日を調整すること 

・土日・祝日に作業を行う場合は、学校と調整したうえで教育総務課に報告すること 

 ・作業時間帯は、原則午前８時～午後５時とするが、その他の時間帯は学校との協議に

より作業を認める 

 ・作業着手前、着手後及び作業中（作業状況の分かるもの）の写真を業務完了後に提出

すること。写真撮影箇所は原則、校舎及び屋内運動場の各清掃対象の面につき、１箇

所以上とするが、狭小面等諸事情がある場合は、教育総務課との協議により、提出を

省略することを認める 

なお、その他書類については、契約書に定めるとおり提出すること 

  



別 表 

 

学校名 校舎ガラス清掃 

設計面積 （㎡） 

屋内運動場ガラス清掃 

設計面積 （㎡） 

生駒小学校 ４６６ ０ 

生駒南小学校 ３８４ １３３ 

生駒北小中学校 ４４０ ２２９ 

生駒台小学校 ４５２ ２５５ 

生駒東小学校 ３０３ ９７ 

真弓小学校 ２８６ １２３ 

俵口小学校 ５４２ ０ 

鹿ノ台小学校 ２８７ ０ 

桜ヶ丘小学校 ７１９ １４２ 

あすか野小学校 ３１９ １４１ 

壱分小学校 ３０６ ２５９ 

生駒南第二小学校 １９１ ０ 

小学校計 ４，６９５ １，３７９ 

 

 

学校名 校舎ガラス清掃 

設計面積 （㎡） 

屋内運動場ガラス清掃 

設計面積 （㎡） 

生駒中学校 ２３６ ０ 

生駒南中学校 ４６５ ０ 

緑ヶ丘中学校 ３６８ １２１ 

鹿ノ台中学校 ３３９ ２９２ 

上中学校 ３７４ ２３７ 

光明中学校 ２６５ ５３９ 

大瀬中学校 ３９８ ０ 

中学校計 ２，４４５ １，１８９ 

 

 

 

 

 

 
















































